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別紙３　実施説明書 

プロポーザル方式実施説明書 

 

第１　プロポーザル参加に係る手続き等 

１　プロポーザルの概要 

(1) 業務等の概要 

ア 件　　名　信州やまなみ国スポ東御市開催競技会場等設計業務委託 

（ボクシング・ハンドボール） 

イ 業務内容　別紙仕様書のとおり 

ウ 履行期間　契約締結日か令和９年３月 19 日まで 

エ 上限金額　2,200,000 円（消費税及び地方消費税を含む。） 

(2) 書類一覧 

本プロポーザル方式で用いる書類は次のとおりとする。 

(3) スケジュール予定 

    本プロポーザル方式におけるスケジュール予定は次のとおりとする。 

 １ 公告文

 ２ 仕様書

 ３ 評価基準

 ４ プロポーザル方式実施説明書

 ５ 様式１ 参加意向申出書

 ６ 様式２ 参加資格確認結果通知書

 ７ 様式４－１ 質問書

 ８ 様式４－２ 質問回答書

 ９ 様式５ 企画提案書

 10 様式６ 企画提案書等の取扱いに関する回答書

 11 様式８ ヒアリング出席者報告書

 12 様式９  結果通知書

 内容 日時等

 質 問 書 の 締 切 令和８年４月15日（水）午後５時まで（必着）

 現 地 説 明 日  令和８年４月８日（水）から 
　令和８年４月15日（水）（平日）

 質 問 の 回 答 令和８年４月21日（火）市ホームページに掲載

 参加意向申出書締切 令和８年４月24日（金）

 参 加 資 格 確 認 結 果 令和８年４月28日（火）

 企 画 提 案 書 等 締 切 令和８年５月11日（月）から 

令和８年５月19日（火）午後５時まで

 ヒ ア リ ン グ 審 査 令和８年５月25日（月）（予定）※詳細は後日連絡

 結 果 通 知 ・ 公 表 令和８年６月２日（火）（予定）
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２　担当部署及び問い合わせ先 

公告記載の「担当部署及び問い合わせ先」　担当：小林、渡邉 

３　参加するために必要な資格 

次に掲げる要件をすべて満たす者とする。 

(1) 地方自治法施行令第 167 条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

(2) 東御市の発注する物品及び委託等の業務の一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に

必要な資格等を定める要綱（平成 16年東御市告示第 237 号）に基づき、当該年度の競争入

札等参加資格者名簿に登載された者 

(3) 公募型プロポーザル公告の日から受注候補者の特定の日までに、東御市建設工事等入札参

加資格者に係る指名停止要綱の規定による停止措置を受けていない者であること。 

(4) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者

（更生手続開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）

に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（再生手続開始の決定を受けている者を除

く。）でないこと。 

(5) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条

第２号に規定する暴力団をいう。）、暴力団員等（同条第６号に規定する暴力団員又は同号に規

定する暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者をいう。以下同じ。）及び暴力団員等

と密接な関係を有する者並びにこれらの者のいずれかが役員等（無限責任社員、取締役、執行

役若しくは監査役又はこれらに準じるべき者、支配人及び清算人をいう。）となっている法人

その他の団体に該当しない者であること。 

(6) 次に掲げる税を滞納しているものでないこと。 

　ア　国税 

　イ　本店及び事業所が所在する都道府県及び市区町村の税 

(7) 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれの

ある団体に属する者に該当しないこと。 

　　(8) 元請けとして、市区町村または市区町村実行委員会が令和元年度から令和７年度までに発

注した国民スポーツ大会（国民体育大会）の正式及び特別競技に係る会場設計又は会場設営

業務の履行実績があること。 

４　参加手続き等 

(1) 参加に必要な書類の提出 

本プロポーザルの参加希望者は、次により本プロポーザルの参加に必要な書類を提出する

こと。 

ア　受付期限　第１第１項(3)のとおり（必着） 

イ　提 出 先　公告記載の「担当部署及び問い合わせ先」　担当：小林、渡邉 

ウ　提出方法　持参又は郵送 

（郵送の場合は追跡可能なものとし、受付期間の最終日までに必着とする。） 

エ　提出書類 

(a) 参加意向申出書（様式１） 

(b) 参加資格を確認するために必要な書類 

 

 

(2) 質問書の提出及び回答 
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本プロポーザル方式の内容について疑義のある場合には、次により質問書を提出すること。

質問に対する回答は、東御市ホームページに掲載する。なお、質問事項のない場合は、質問書

の提出は不要とする。 

ア　提出期限　第１第１項(3)のとおり（必着） 

イ　提 出 先　公告記載の「担当部署及び問い合わせ先」　担当：小林、渡邉 

ウ　提出方法　質問書（様式４－１）を電子メールで提出する（参加者から着信確認を行うこ

と。） 

エ　回答日及び方法　第１第１項(3)のとおり 

５　参加資格の喪失 

(1) 参加意向申出書の提出期限の日又は受注候補者の特定の日までの間に次のいずれかに該当

することになった場合には、以後の本件に関する手続の参加資格を失うものとする。 

ア　第３項に規定する当該業務委託に係る参加資格の全ての要件を満たす者ではなくなった

とき 

イ　提出書類に虚偽の記載をしたとき 

 

第２　企画提案書等について 

１　企画提案書、その他企画提案に関する資料（以下「企画提案書等」という。）のうち、 

　企画提案書には次に掲げる内容を記載するものとする。尚、正本は代表者印を押印し、副本は会

社名及び従事者実名が特定できないようにすること。 

(1) 提案内容 

(2) 業務実績 

(3) 取組方針 

(4) 実施体制 

(5) 実施方法 

(6) 工程表 

(7) 価格提案書 

２　企画提案書等の提出 

(1) 提出物 

ア　企画提案書（様式５） 

イ　企画提案書等の取扱いに関する回答書（様式６） 

※　第５項(3)を参照し、確認の上、提出すること。 

ウ　その他資料　 

　信州やまなみ国スポ東御市開催競技会場等設計業務委託の提案書に係る提出物一覧（別

紙①）のとおり 

(2) 提出部数　紙面 11 部（正本１部、副本 10 部） 

データ一式（CD-R 又は DVD-R に格納する）１部 

(3) 提 出 先　公告記載の「担当部署及び問い合わせ先」　担当：小林、渡邉 

(4) 提出期限　第１第１項(3)のとおり（必着） 

(5) 提出方法　持参又は郵送（郵送の場合は書留郵便とし、受付期間の最終日までに必着とす

る。） 

 

３　企画提案書等作成にあたっての留意点 
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(1) 提案は、簡潔に記述すること。 

(2) 文書を補完するためのイメージ図・イラスト等の使用は可能とする。 

(3) 具体的な設計図、模型（模型写真含む）、透視図等の使用は不要とする。 

(4) 多色刷りは可とするが、評価においてモノクロ複写をするため、見易さに配慮をすること。 

(5) 真に必要な場合を除き、個人情報や、これらを類推できるような事項を記載しないこと。 

４　無効となる企画提案書 

次のいずれかに該当する提案は、無効とする。 

(1) 第１項及び第２項に定める条件に適合しない提案 

(2) 虚偽の記載をした提案 

(3) 第１第３項に示した参加資格を有しない者の提案 

(4) ヒアリングに出席しなかった者の提案 

(5) 価格提案書の見積額が、第１第１項(1)エに示した契約上限金額を超える提案 

５　企画提案書等の取扱い 

(1) 企画提案書等の作成及び提出等に係る一切の費用は提案者の負担とする。 

(2) 提出された企画提案書は、本プロポーザル方式における受注候補者の特定以外の目的では

使用しないものとする。 

(3) 企画提案書等は、公平性、透明性を期すために、東御市情報公開条例等関連法令に基づく情

報公開請求がなされた場合、もしくは本市が企画提案書等の公表が特に必要と判断する場合

には、その全部を原則公開又は公表するものとする。例外的に、提案者の技術力やノウハウ等、

公開又は公表することにより提案者の正当な利益を害する情報がある場合には、本市の判断

で非公開とするものとする。なお、公開又は公表する場合の企画提案書等の使用に関する費用

は、無償とする。 

(4) 提出された書類は、特定を行うために必要な範囲又は公開等の際に複製を作成することが

ある。 

(5) 企画提案書等の提出後、本市の判断により補足資料の提出を求めることがある。 

(6) 企画提案書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合には、提出された企画提案書等を無

効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して、入札参加資格停止等の措置を行うことがあ

る。 

(7) 受注候補者の特定は、企画提案書等を基に行うが、契約後の業務は必ずしも提案内容に沿

って実施するものではない。 

(8) 企画提案書等の提出は、一者につき１案のみとする。 

(9) 提出された書類は返却しないものとする。 

(10) 企画提案書等に含まれる著作権・特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三者の

権利の対象となっているものを使用した結果、生じた責任は提案者が負うものとする。 

 

 

第３　審査の手続き及び受注候補者の特定 

１　市が行う企画提案書等の審査 

(1) 審査の実施 

ア　ヒアリング審査　 

(a) 実施日　第１第１項(3)のとおり 

(b) ヒアリングは、事前に提出した企画提案書等を基に行うものとし、追加提案や追加資料
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の配布は認めない。ただし、これらを踏まえた上でパソコン、プロジェクター等による説

明は許可する。その場合、必要な機器は参加事業者が準備すること。（市実行委員会事務

局はプロジェクター、スクリーンのみ準備可） 

(c) 市が別途定めた評価基準に従い審査を行う。 

(d) ヒアリングへの出席者は４人以内（うち１人は業務を中心的に担当する者が望ましい。）

とし、審査日当日の平日２日前までに、ヒアリング出席者報告書（様式８）を市へ提出す

る。 

(e) ヒアリング時間は１者あたり 45 分（説明 25 分、質疑 20 分）程度を予定している。 

(f) 提案者は、他の提案者のヒアリング審査を傍聴することはできない。 

(g) ヒアリング審査は非公開とする。  

イ　評価基準　 

別紙４の評価基準のとおり。 

２　受注候補者の特定 

(1) 提出された企画提案書等を審査し、評価基準に基づき最も点数が高い提案者を受注候補者

として特定し、契約締結に向けた必要な協議を行う。なお、この協議において、受注候補者か

らの企画提案書の内容の変更は、原則として認めないものとする。 

(2) 受注候補者と契約締結に至らなかった場合は、次順位の者を新たな受注候補者として手続

きを行うものとする。 

(3) 最低基準点をあらかじめ設定している場合において、審査の結果、いずれの提案者も最低

基準点以上の点数を得られなかった場合は、受注候補者を特定しない場合がある。 

(4) 提出者のうち、受注候補者として特定した者及び特定されなかった者に対して、結果通知

書（様式９）により通知する。 

３　特定の取消 

受注候補者として特定された者は、特定の日から契約締結の日までの間に、次に該当すること

になった場合には、当該プロポーザル方式における受注候補者としての特定は取消しするもの

とし、契約締結は行わないものとする。この場合、次順位の者を新た受注候補者として手続を行

うものとする。 

(1) 第１第３項に規定する当該業務委託に係る参加資格の全ての要件を満たす者ではなくなっ

たとき 

(2) 第１第４項(1)エ及び第２第２項(1)で示す書類に虚偽の記載をしたとき 

 

第４　その他 

１　手続において使用する言語及び通貨 

(1) 言語　日本語 

(2) 通貨　日本国通貨 

２　契約書作成の要否 

要する。 

３　契約保証金 

　　東御市財務規則第 124 条第１項の規定に基づき、契約を締結したときは、契約金額の 100 分

の 10以上の契約保証金を市へ納付する。ただし、同規則第 124 条第３項の規定に該当すると市

が認める場合には、契約保証金を免除する。 

４　ヒアリング審査 
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　　実施する。 

５　その他 

本市が本プロポーザル方式のために作成した資料は、本市の了解なく公表、使用することはで

きないものとする。 

 

第５　結果の通知、公表 

東御市公募型プロポーザル方式の実施に関するガイドラインに基づき公表する。 
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別紙① 
 

信州山なみ国スポ東御市開催会場等設計業務委託の提案書に係る提出物一覧 
 

 
 
 
 
 
 

 

No. 提出書類 説明 様式 部数

1 企画提案書 様式５

2
企画提案書等の取扱い

に関する回答書
様式６

4 業務実施体制

業務実施体制（サポート体制含む）を示したも
のを作成すること。
また、配置予定技術者の国スポ等に係る会場設
計または設営業務の実績をまとめること。

5 全体提案

会場設計に対する基本的な考え方について、
「基本方針」、「業務スケジュール」、「業務
の取り組み方」に区分して作成すること。

8 経費見積書

価格は、本業務実施に要する費用の全てを含む
ものとし、内訳書においてその内訳を示すこ
と。

正本１部
副本10部

3
会場設計・設営業務履

行実績一覧表

元請けとして、市区町村または市区町村実行委
員会が令和元年度から令和７年度までに発注し
た国民スポーツ大会（国民体育大会）の正式及
び特別競技に係る会場設計業務・会場設営業務
の履行実績（正本においては、履行実績を称す
る書類（契約書、業務完了確認書等の写し）を
添えること。）

任意様式

6
会場配置計画、動線・

ゾーニング計画

開催競技における「会場配置計画」、「動線・
ゾーニング計画」の概略を示すこと。なお、作
成した計画のアピールポイント、課題等を整理
し資料として添付すること。

7
懸案事項に対する対応

策

別紙（次ページ）に記載のある「設計上の懸案
事項」に対する対応策を提案すること。
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別紙 

 

信州やまなみ国スポ東御市開催競技会場等設計上の懸案事項 

 

（１）東御中央公園第一体育館は諸室が少ないため、仮設物での対応が必要になることが想定され

る。既存施設を有効活用した上で、仮設費用を抑えた計画を示していただきたい。 

 

（２）東御中央公園第一体育館は、ボクシング（全種別）とハンドボール（成年女子）の競技会場と

なっており、会場の転換は３日間を予定している。各競技の特性を踏まえて必要な動線を確保

しつつ、仮設物や諸室利用等を可能な限り共有するなど、転換時間と費用の圧縮を可能とする

計画を示していただきたい。 

 

（３）大会関係者と一般観覧者の動線が交錯しない計画を示していただきたい。 

 

（４）計画輸送（選手・監督・役員等）及び一般観覧者の乗降場所、動線等を考慮した駐車場の利用

計画を示していただきたい。 

　　　また、中央グラウンドは降雨、霜降や降雪（12 月から３月の間）によっては駐車場として利

用できない可能性があることを考慮していただきたい。 

 

（５）行幸啓等を想定した諸室の配置と適切な動線の確保を提案いただきたい。また、行幸啓等の

ために諸室等を設置する際に要する期間を示していただきたい。 

 

（６）台風等の突発的な荒天等への対応方策について示していただきたい。 

 

（７）ボクシング競技のリハーサル大会は、アップ場を会場内に設置していただきたい。 

 

（８）その他、過去に請け負った国スポ（国体）競技会場等の設計、会場設営の経験から、予想され

る留意事項等があれば、考えられる対応方策を併せて示していただきたい。 

 

  


